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４．後発医薬品への対応状況についてお伺いします。（平成 21 年 4 月以降） 

（１） 後発医薬品の調剤に関するお考えとして、最も近いものはどれですか。   ※○は１つだけ 

1. 後発医薬品を積極的に患者に説明して、調剤するように取り組んでいる 

2. 薬効によっては後発医薬品を患者に説明して、調剤するように取り組んでいる 

3. 

4. その他（具体的に ） 

後発医薬品の説明・調剤にはあまり積極的には取り組んでいない 

 

4-（１）-1 どのような理由によるものでしょうか。 

 ※あてはまる番号すべてに○ 

 1. 後発医薬品の品質に疑問があるため 

 2. 後発医薬品の効果に疑問があるため 

 3. 後発医薬品の副作用に不安があるため 

 4. 後発医薬品の安定供給体制が不備であるため 

 5. 後発医薬品の情報提供が不備であるため 
 6. 後発医薬品に関する患者への普及啓発が不足

なため 

 7. 近隣の医療機関が後発医薬品の使用に消極的

なため 

 8. 後発医薬品の説明に時間がかかるため 

9. 後発医薬品の調剤による薬剤料減に不安があ

るため 
10. 後発医薬品の備蓄増に伴う不良在庫の拡大な

ど、在庫管理の負担が大きいため 
11. 調剤室での薬の取り揃えの前に後発医薬品を

説明する業務手順となっていないため 

12. その他（具体的に ） 

4-（１）-2 上記の選択肢１～１２のうち、最もあてはまる番号を 1 つだけお書きください。 

 

 

（２） 後発医薬品の品質保証について、どのような方法で行われているのかご存知ですか。 ※○は１つだけ 

1. 十分に理解している 2. ある程度理解している 

3. あまり理解していない 4. 全く理解していない 

 

※１「後発医薬品についての説明」とは 

 後発医薬品と先発医薬品とが同等であること（例えば、品質、安定性、生物学的同等性試験結果など）の説明

に加え、患者の処方せんにおける変更前の薬剤料と変更後の薬剤料の差額

 

等についての説明などを指します。

以下の設問についても同じです。 

※２「後発医薬品への変更が可能な処方せん」とは 

 「後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品」を含む処方せんのうち、「後発医薬品（ジェネリック医薬品）

への変更がすべて不可」欄に処方医の署名等がなく、かつ、処方内容の一部に変更不可の指示があるとしても、

処方医が変更不可の指示をしていない「後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品」が１品目でもあるもの

を指します。以下の設問についても同じです。 

【1～5 を選ばれた方】 
4-（１）-1-1 経験や問題点を具体的にお書きく

ださい。 


